
議案第2 2号

三朝町職員の給与に関する条例等の一部改正について

次のとおり三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて､

地方自治法(昭和22年法律第6 7号)第96条第1項の規定により､本議会

の議決を求める｡

平成16年3月12日

三朝町長　　　吉　田　秀　光

平成1 6竿3jL:-=325日原案可決

三朝町議会議長恩昇　事

三朝町条例第　　号

三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(三朝町職員の給与に関する条例の一部改正)

第1条　三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)の一

部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣とい

う｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改める｡

改　　正　　後 改　　正　　前

(趣旨)

第1条　この条例は､地方公務員法(昭

和25年法律第261号｡以下｢法｣と

いう｡)第24条第6項の規定に基づ

き､法第3条第2項に規定する職員
(地方公営企業等の労働関係に関す
る法律(昭和27年法律第289号)第

3条第4号に規定する職員及び同法

附則第5項に規定する単純な労務に
雇用される職員を除く｡以下｢職員｣
という｡)の給料､管理職手当､扶養

手当､住居手当､通勤手当､単身赴

任手当､時間外勤務手当､休日勤務

(趣旨)

第1条　この条例は､地方公務員法(昭

和25年法律第261号｡以下｢法｣と

いう｡)第24条第6項の規定に基づ

き､法第3条第2項に規定する職員
(地方公営企業労働関係法(昭和27_

年法律第289号)第3条第2項に規
定する職員及び同法附則第5項に規

定する単純な労務に雇用される職員
を除く｡以下｢職員｣という｡)の給

料､管理職手当､扶養手当､住居手
当､通勤手当､単身赴任手当二　時間

外勤務手当､休日勤務手当､夜間勤



手当､夜間勤務手当､宿日直手当､

管理職員特別勤務手当､期末手当､

勤勉手当､寒冷地手当及び特殊勤務
手当に関する事項を定めるものとす

る｡

第2条以下　略

務手当､宿日直手当､管理職員特別
勤務手当､期末手当､勤勉手当､寒
冷地手当及び特殊勤務手当に関する

事項を定めるものとする｡

第2条以下　略

(三朝町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第2条　三朝町職員等の旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第67号)の
一部を次のように改正するo

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣とい

う｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

(月的) 忠mｩ4鋳�

第1条略 ��c���z｢�

2町が職員(地方公務員法(昭和25 �)*ﾈ*ｩ�X蹴�&饑ｸﾏik�什d�胤ｩ��#R�

年法律第261号)第3粂第2項に規 僖馘�zY�c#c�ﾘb��c8���c(ﾘ�,亢ｲ�

定する職員をいい､地方公営企業等 �.�+x.��X醜/�*(**I&饑ｸﾏh�8ｮ仂i┐�
の労働関係に関する法律(昭和27 �:ﾘｭhﾅyd�胤ｩ��#yD馘�zY�c#�ﾘb��

年法律第289号)第3条第4号に規 ��c8���c(ﾘ�,亢ｹ.�+x.��X醜ｷ�-��

定する職員及び同法附則第5項に �:��Xﾙ�Y�cXﾘ�,亢ｹ.�+x.�%��8,��

規定する単純な労務に雇用される 刋ｩk�,佻冽�+8.ｨ.��X醜/��*ﾖ�ｷ��
職員を除くo)及び職員以外の者に �-��X醜決､�,ﾈ�(,���+X辷ｸｸ+x.几r�

対し支給する旅費に関しては､他の 儂�,亊h+X,H,ﾚI�ﾈ,ﾈ��~�,�<�¥ｨ,ﾉ.��

条例に特別の定めがある場合を除 �-�*ｨ*�.��ｨﾘx/��*ﾘ-�*唏+�,ﾈ��~��

くぼか､この条例の定めるところに �,ﾉ.�-�.�,h+�.ｸ,�.h.����c(��決岔z｢�

よるo 

第2条以下略 

(三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第3条　三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年三朝町

条例第27号)の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に



対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣とい

う｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改める｡

改正後 弌ﾉ�7����

第1条～第19条略 ��c������c����z｢�

(専従休職者の給与) 忠�ｨ�ｷ��X�(,ﾈｸｹu竰�

第19条の2地方公営企業等の労 ��c����,ﾃ)&饑ｸﾏh�8ｮ仂i┼:ﾘｭb�

働関係に関する法律(昭和27年法 �,I6ｈ諸��#yD馘�zY�c#�ﾘb��b�

律第289号)第6条第1項ただし書 塗���c�ﾘ�+ﾘ+�+X��,ﾈｹh�(/��8*��
の許可を受けた職員には､その許可 �+ﾙ�X醜,�,ﾚH+ｸ,ﾈｹh�(*ｨﾏ榎ﾘ/�tﾈ+r�

が効力を有する間は､いかなる給与 �.亊H,ﾚH*(*�,�.从ｹu�.�辷ｸｸ+X,��

も支給しない○ �*%��

第19条の3以下略 ��c����,ﾃ8決岔z｢�

附　則

この条例は､平成1 6年4月1日から施行する｡


